
令和７年３月 26 日 

 報道関係各位 

 

商工振興課 課長 大西 弘芳 

 

 

田辺市梅干製造業経営支援資金利子補給制度について 

 

 平素は多大なご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、この度、田辺市梅干製造業経営支援資金利子補給制度を設けましたので、報道方よろ

しくお願いいたします。詳細は別紙をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■担当 

田辺市 商工振興課 商工労政係 

担当者名 小山、藤田 

内線 2955 

直通 0739-26-9970 



R7.1.31版   

田辺市梅干製造業経営支援資金利子補給制度のご案内 

 

制度の概要 

令和６年度の紀州南高梅の大不作及び物価高騰等の影響を受けている梅製造業者を支援することを目的として、和歌

山県中小企業融資制度のうち、経営支援資金（一般枠）の融資を受けた方について、その支払利子額に対して一定割合

の利子補給を行います。 

 

１．対象者の要件 

① 梅干製造業を営んでいる事業者 

② 市内に住所を有する者で、市内の事業所で事業を営むもの又は商業登記法（昭和38年法律第125号）に規定する商業登記

簿に登記されている本店若しくは支店を市内に有する法人 

③ 下記の２に掲げる融資を受けている者 

※令和６年10月1日から令和８年３月31日までに融資が実行されていること 

④ 市税（国民健康保険税を含む。）を完納していること 

 

２．対象となる融資制度 

実施機関 融資名 資金使途 融資対象 

和歌山県 経営支援資金（一般枠） 設備資金又は運転資金 
知事が定める不況業種（野菜漬物製造業（缶詰、瓶詰、つ

ぼ詰を除く））を主たる事業とする者 

 

３．利子補給率等 

利子補給利率 １．０％以内 

補助期間 ３年間 

利子補給の対象となる融資の限度額 ８０００万円以内 

 

申請手続 

当該年度の利子支払終了後に申請をしていただきます（年度ごとに申請が必要です）。 

下記の申請書類を「田辺市商工観光部商工振興課」又は「各行政局産業建設課商工観光係」へご提出下さい。利子支

払実績等を確認後、申請頂いた方に利子補給補助金を直接お支払いいたします。 

《申請書類》 

①利子補給金交付申請書   ②利子補給金請求書   ③利子支払済額証明書・支払済額明細書 

④支払額明細表（又は償還計画表）   ⑤市税完納証明書（国民健康保険税を含む）   ⑥商業登記簿 

⑦梅干製造事業の概要がわかる書類    
※ ①～③の所定用紙は、市役所商工振興課にて用意しています。 

ただし、③については、所定事項を記入し、金融機関により証明を受ける必要があります。また、金融機関所定の様式であっても、 

融資実行日、年利、返済期間等のほか、月々の支払済額が明示されており、当該金融機関の証明を受けたものであれば代用可能です。 

※ ④については、融資借入の際、金融機関にて発行されるものです。 

※ ⑤については、市役所収納課にて交付の申請（証明手数料 200円が必要です）を行い発行してもらってください。 

※ ⑥については、商業登記簿については申請者が法人の場合に限ります。和歌山法務局田辺支局にて交付の申請を行ってください。 

※ ⑦については、事業所の場所や名称、内容等がわかる書類を提出してください。 

※ 利子補給の対象となる融資かどうかを判断するため、金融機関に確認を行う場合があります。 

 

お申込み・お問い合わせ 

田辺市 商工観光部 商工振興課 
〒６４６-８５４５ 田辺市東山一丁目 5番 1号 

TEL：0739-26-9970 ／ FAX：0739-22-9９03 


